
※一次点検：主として目視による外観点検

※ 北上川ダム統合管理事務所の地震体制　　
１月１１日　１３時１５分　『注意体制』　設置

国土交通省　北上川ダム統合管理事務所

　令和８年１月１１日１３時１５分頃に発生した地震に伴い、北上川ダム統合管理事務
所では、東北地方整備局災害対策ダム統管支部（注意体制）を設置し、所管する四十四
田ダムで地震後のダム臨時点検（※一次点検）を実施いたします。

　１月１１日１３時１５分頃発生した岩手県沿岸北部を震源とする地震により、岩手県
で強い揺れを感じました。（盛岡市渋民:震度４）
　北上川ダム統合管理事務所では、所管する四十四田ダムで地震後のダム臨時点検（一
次点検※）を実施します。

＜岩手県政記者クラブ＞

問い合わせ先

管理第一課長　　　加藤　一典

℡　０１９－６４３－７８３１（代表）

令和８年１月１１日１３時４５分

北上川ダム統合管理事務所

北上川ダム統合管理事務所　地震情報（第１報）
～　地震後のダム臨時点検を実施中　～
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